
2023年1月4日より自動車検査証を電子化(以下、電子車検証）し、登録ナンバー、車台番号等の必要最小限
の記載事項を除き自動車検査証情報はICタグに記録します。電子車検証の券面には、有効期間、使用者住所、
所有者情報等が記載されないため、関係事業者は、汎用のICカードリーダが接続されたPCや読み取り機能付き
スマートフォン（以下、アプリ等）を利用して、当該情報の確認や自動車検査証記録事項（PDF）として印刷
します。

電子車検証には有効期間の満了日が記載されないため、現行の自動車検査証(写)により各車両の有効期間の
管理を行っている事業者は、アプリ等を利用し自動車検査証記録事項を印刷する等の対応をお願いします。

【電子車検証 表面（イメージ）】

【自動車検査証記録事項（イメージ）】
※アプリ等から印刷の他、制度開始から当面
の間は電子車検証とともに交付します。

その他電子車検証の詳細については、以下の「電子車検証特設サイト」をご参照ください。

https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/【URL・二次元コード】

【お問い合わせ先】北海道運輸局各運輸支局 輸送・監査担当

車検証電子化に伴い、事業用ナンバー（旅客・貨物）の

対象：2023年1月4日以降に電子車検証の交付を受けた車両
お手続き方法が変わります

輸送担当窓口のお手続き書類を以下のとおり変更します。
何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

【変更前】 【変更後】

現行の自動車検査証 電子車検証＋自動車検査証記録事項

現行の自動車検査証(写) 自動車検査証記録事項

①経由(確認)の提示書類

②許認可申請の添付書類

◆

◆


